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 規  則  

 

 四日市港管理組合建設工事執行規則の一部を改正する規則をここに公布します。 

令和 5年 10月 27日 

 四日市港管理組合管理者 三重県知事 一 見 勝 之 

四日市港管理組合規則第 6号 

四日市港管理組合建設工事執行規則の一部を改正する規則 

四日市港管理組合建設工事執行規則（平成 6 年四日市港管理組合規則第 5 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

（電子情報処理組織による申請等に係る用

語の定義） 

第６条 第7条及び第8条の規定における用語

の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 管理者等 管理者又は行政上の事務に

ついてその全部又は一部を行わせる者を

指定した場合におけるその指定を受けた

者をいう。 

（２） 申請等 申請、届出その他の規則の規

定に基づき、管理者等に対して行われる

通知をいう。 

（３） 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄

本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物を

いう。 

（４） 署名等 署名、記名、自署、連署、押

印その他氏名又は名称を書面等に記載す

ることをいう。 

（５） 電磁的記録 電子的方法、磁気的方法
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その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。 

（６） 作成等 規則の規定に基づき、管理者

等が書面等又は電磁的記録を作成し又は

保存することをいう。 

（電子情報処理組織による申請等、通知） 

第７条 第4条及び第5条の規定に係る申請等

のうち、書面等により行うこととしている

ものについては、電子情報処理組織（管理

者等の使用に係る電子計算機（入出力装置

を含む。以下同じ。）と申請等をする者の

使用に係る電子計算機とを電子通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使

用して行うことができる。ただし、管理者

が必要と認めるときはこの限りでない。 

２ 前項の規定により行われた申請等は、管

理者等の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルへの記録がされた時に、管理者

等に到達したものとみなす。 

３ 管理者等は、第1項の規定により申請等

がされた時は、電子情報処理組織を使用し

て通知を行うことができる。 

４ 前項の規定により行われた通知は、同項

の通知を受ける者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルへの記録がされた時

に、当該通知を受ける者に到達したものと

みなす。 

（電磁的記録による作成等） 

第８条 第4条及び第5条の規定に係る申請等

のうち、書面等により行うこととしている

ものについては、書面等の作成等に代えて

当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行
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うことができる。ただし、管理者が必要と

認めるときはこの限りでない。 

（入札参加者の指名） 

第９条 （略） 

（工事の契約保証金の納付の免除） 

第１０条 （略） 

（契約書の作成及び添付書類） 

第１１条 （略） 

（最低制限価格） 

第１２条 （略） 

（補則） 

第１３条 （略） 

 

 

（入札参加者の指名） 

第６条 （略） 

（工事の契約保証金の納付の免除） 

第７条 （略） 

（契約書の作成及び添付書類） 

第８条 （略） 

（最低制限価格） 

第９条 （略） 

（補則） 

第１０条 （略） 

附 則 

この規則は、令和 6年 4月 1日から施行する。 
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